
熊本市難聴高齢者介護予防促進事業実施要綱  

 

制定 令和８年 ４月２４日市長決裁 

 

(目的)  

第１条 この要綱は、聞こえづらさから日常生活に不安を感じている身体障害者手帳

の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある６５歳以上の高齢者（以下

「高齢者」という。）の補聴器の購入費用の一部を助成し、適切な補聴器装用につな

げ、コミュニケーション能力の維持・向上を図ることで、フレイル予防や社会参加

を促進することを目的とする。 

 

(対象者)  

第２条 助成金の交付対象者は、次の要件を全て満たす高齢者とする。  

(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規 

定により本市の住民基本台帳に必要な事項が記録されていること。ただし、本市 

の区域内に居住している者であって次に掲げるいずれかの事情により当該住民 

基本台帳に必要な事項が記録されていないものと認められる者は、この限りで 

ない。 

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律 

第 31 号）第１条第２項に規定する被害者であること 

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12 年法律第 81 号）第６条に 

規定するストーカー行為等を受けたこと 

ウ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年 

法律第 124 号）第２条第３項に規定する高齢者虐待を受けたこと 

エ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年 

法律第 79 号）第２条第２項に規定する障害者虐待を受けたこと 

オ 前記アからエまでに掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認 

める事情があること 

(2) 申請の時点で６５歳以上であること 

(3) 両耳の聴力レベルが原則３０ｄＢ以上で、かつ身体障害者手帳の交付対象と

ならないこと 

(4) 補聴器の装用により、聴力に一定の効果が期待できると医師が判断する者 

(5) 市町村民税非課税世帯に属する者又は生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）に基づく保護を受給中である者 

(6) 補聴器の装用開始後のアンケートに回答できること 

(7) 介護予防事業への積極的な参加に努めること 

(8) 既にこの事業による助成を受けている場合は、当該助成決定日から５年を経

過していること 

 

(助成金の交付額)  



第３条 助成金の交付額は３万円を上限とし、購入額が３万円未満の場合は、その購

入額を上限とする。  

 

(交付申請)  

第４条 助成金の交付を希望する高齢者は、難聴高齢者補聴器購入費助成金交付申請

書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申

請するものとする。  

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する都

道府県知事の定める医師が、対象高齢者の聴力検査を実施したうえで交付した

意見書であって、申請日前 3 か月以内に作成されたもの（様式第２号）  

(2) 意見書の処方に基づき、熊本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録

を受けている補聴器販売事業者で、公益財団法人テクノエイド協会が認定する

認定補聴器技能者が作成した補聴器の見積書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの  

(所得審査)  

第５条 市長は、高齢者の属する世帯員全員の所得状況を調査し、市町村民税の課税

の有無を確認するものとする。  

 

(交付決定等)  

第６条 市長は、第４条の規定による申請があったときは、交付申請の内容を審査し、

交付又は却下の決定をするものとする。  

２ 市長は助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴高齢者補聴器購入費助成金

交付決定通知書(様式第３号。以下「決定通知書」という。）を申請者に、難聴高齢

者補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第４号)を決定業者に交付し、却下

することを決定した場合は、難聴高齢者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書

(様式第５号)を、申請者に交付するものとする。  

３ 第１項の規定により交付を決定された者（以下「交付決定者」という。）には、併

せて難聴高齢者補聴器給付券（様式第６号。以下「給付券」という。）を交付するも

のとする。  

 

(補聴器購入)  

第７条 交付決定者は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給

付券を提出し、補聴器を購入するものとする。 

 

(費用の負担)  

第８条 交付決定者は、購入時に購入費から第６条の規定により決定された助成金の

交付額を控除した額を決定業者に支払うものとする。  

 

(費用の請求)  

第９条 交付決定者に対し、補聴器を販売した業者は、難聴高齢者補聴器購入費助成



金請求書（様式第７号）に給付券を添付のうえ、前条に規定する購入費の残額（交

付決定された助成金相当額に限る。）を市長へ請求するものとする。  

２ 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときはその請求額を支払うものとする。  

 

(補聴器の管理)  

第１０条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。  

２ 市長は購入費の助成を受けた者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該

助成に係る交付額の全部又は一部を返還させることができるものとする。  

 

(台帳の整備)  

第１１条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴高齢者補聴器購入費

助成台帳を整備するものとする。  

(補聴器の利用状況等の把握)  

第１２条 市長は、交付決定者について、装用開始後の利用状況、社会参加状況等を

把握するものとする。 

 

(補聴器更新の特例)  

第１３条 市長は、当該助成決定日から５年を経過する前にこの事業により購入費の

助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合に限

り、第２条第７号の規定にかかわらず、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部

を助成できるものとする。  

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  

 

附 則  

(施行日)  

１ この要綱は、令和８年 ６月 １日から施行する。 



住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 性別 男　　・　　女

名称

右（有・無）　　　　年　　月　　日購入

□難聴高齢者補聴器購入費助成事業

□補装具支給事業に基づく支給

□自費

□その他

住　　所 熊本市　　　　区
電話
番号

フリガナ

氏　　名

□家族
□地域包括支援センター
□介護支援専門員（ケアマネジャー）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　市町村民税課税状況について
※当市に税情報がない場合は、非課税証明が必要です。

課税　　　　・　　　　非課税

□その他

②
申
請
書
提
出
者

※提出者が申請者と異なる場合は、②の欄を記入してください。同じ場合は記入不要です。

最近５年間の
補 聴 器 の
購 入 状 況

左（有・無）　　　　年　　月　　日購入

□難聴高齢者補聴器購入費助成事業

□補装具支給事業に基づく支給

□自費

申請者との関係

身体障害者手帳
の所持の有・無

　
         有　・　無
※身体障害者手帳（聴覚障害）を取得している場合、補装具費支給制度を優先します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（うち消費税額
円）

見　積　額
（処方を受けた補聴器）

処方を受けた
補聴器の種類

購入を希望
する事業者名

様式第１号（第4条関係）

難聴高齢者補聴器購入費助成金交付申請書

申請日　　　　　年　　　　月　　　　日　

　熊本市長　様

　　　　年　　　　月　　　　日生

　下記のとおり補聴器購入費助成金の交付を申請します。
　なお、本助成金の交付決定に係る審査に必要な範囲において、私の世帯の住民登録情報、
市町村民税情報、身体障害者手帳に関する情報、補聴器の購入状況その他必要な情報につ
いて、関係機関に調査・照会・閲覧することに同意します。

熊本市　　　　区

記

①
申
請
者

（
補
聴
器
利
用

者

）

電話
番号



氏　　名 男 ・ 女 　　　　　　年　　　　月　　　　日生（　　　　　歳）

住　　所

右 ㏈　　　

左 ㏈　　　

右 有　　・　　無

左 有　　・　　無

1　補聴器の種類

　・　重度難聴用

　・　高度難聴用

　・　軽度・中等度難聴用 　

　・　耳かけ型

　理由

※意見書作成日前おおむね3か月以内に実施すること。

　（　　　年　　　月　　　日実施）

様式第２号（第４条関係）

難聴高齢者補聴器購入費助成金交付意見書（６５歳以上）

熊本市　　　　　区

難聴の種類

　・　伝音性難聴 オージオグラム

　・　混合性難聴 　聴力検査

　・　感音性難聴 　聴力純音・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

聴　　　力

補聴器の装用効果

１　意見書の記載は身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第１５条第1項に規定する都道府県庁の定める医師に限る。

２　障害者自立支援法に基づく支給等を優先して受けるよう取り扱うこととする。

上記のとおり意見します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

２　現在までの補聴器装用の有無

　　右（　有　・　無　）

　　左（　有　・　無　）

補聴器の種類
（処　　方）

　・　その他の型式（　　　　　　　　）

　装用耳（ 右 ・ 左 ・ 両 ）

　オージオメーターの型式

※医師氏名について自署の場合は押印を要しません。自署でない場合は、押印をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　イヤーモールド（ 要 ・ 不要 ）

　加齢性難聴の場合、補聴器の必要性及びその効果についてのご意見をご記入ください。

　　　　　　　　　　　　　　　１５条指定医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

周波数・㎐
500 1000 2000 4000
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力
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ベ
ル
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性　　別 男　・　女

第　　　　　　　　号 交付決定日

名　　称

所 在 地

電話番号

様式第３号（第６条関係様式）

難聴高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書

　補聴器購入費助成金の交付について、次のとおり決定したので通知します。

熊本市　　区

申請者住所

申請者氏名

熊本市　　区

住　　所

フリガナ

高福発第　　　　　号　

　　　　　年　　　　月　　　日　

〇〇　〇〇　様

熊本市長　大　西　一　史　　　　　

助成金額

       円

注意事項
１　決定業者と連絡を取り、補聴器を購入してください。
２　補聴器の引渡し時には、助成金額を差引いた金額を決定業者に支払ってください。

教示事項
１　この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内
　に、熊本市長に対して異議申立てをすることができます。ただし、処分があった日の翌日から
　起算して１年を経過した場合は、この限りではありません。
２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に、
　熊本市を被告として（訴訟において熊本市を代表するものは熊本市長となります。）、処分の
　取消しの訴えを提起することができます。（なお、処分の日の翌日から起算して１年を経過した
　場合は、この限りではありません。）ただし、異議申し立てをした場合には、当該異議申し立て
　の決定があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に処分の取消の訴えを提起す
　ることができます。

　熊本市　　区

補聴器価格（基準額）

円

決定
業者

申請者氏名

生年月日

交付番号

決定内容
補聴器の種類



住　　所

フリガナ

申請者氏名

生年月日 性別 男・女 電話番号

第　　　号

助成金額

円　　　　　　

注意事項
　
　補聴器の引渡し時には、助成金額を差引いた金額を対象者にご請求ください。

補聴器価格（基準額）

円　　　　　　

決定内容
補聴器の種類

様式第４号（第６条関係様式）

難聴高齢者補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ

　補聴器購入費助成金の交付を決定したので、難聴高齢者補聴器給付券の提示がありましたら、
ご対応をお願いいたします。

熊本市　　　区

事業者名

対
象
者

高福発第　　　　　号　

交付決定日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

熊本市長　大　西　一　史　　　　　

　　　年　　　　　月　　　日　

交付番号



申請者住所 熊本市　　　区

申請者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

却下の理由

様式第５号（第６条関係様式）

教示事項

１　この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以
　内に、熊本市長に対して異議申立てをすることができます。ただし、処分があった日の翌日
　から起算して１年を経過した場合は、この限りではありません。

２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に、
　熊本市を被告として（訴訟において熊本市を代表するものは熊本市長となります。）、処分
　の取消しの訴えを提起することができます。（なお、処分の日の翌日から起算して１年を経
　過した場合は、この限りではありません。）ただし、異議申し立てをした場合には、当該異議
　申し立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して６ヶ月以内に処分の取消の訴
　えを提起することができます。

高福発第　　　　　　号　

　　　　年　　　月　　　日

難聴高齢者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書

熊本市長　大　西　一　史　　　　　

　　　　年　　　　月　　　日に申請がありました交付申請については、下記の理由により却下する
ことに決定しましたので通知します。

記



第　　　　号 交付決定日

生年月日 　　　　　　　　年　　月　　日生

名　　称

所 在 地

電話番号

受
領

受領年月日 受領者氏名

氏名について自署の場合は押印を要しません。自署でない場合は、押印をお願いします。

記

難 聴 高 齢 者 補 聴 器 給 付 券

様式第６号（第６条関係様式）

補聴器価格(基準額)

円　　　　　　

助成金額

円　　　　　　

決
定
業
者

交付番号

申請者氏名

住所

補聴器の種類

　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　㊞

上記のとおり決定します。

　　　　　年　　　　　月　　　日　　　　　

熊本市長　大　西　一　史　　　　　

　　　年　　　　　　　　月　　　日　

　熊本市長　様

　　　　　　　　　受任者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　事業者名

　　　　　　　　　　　　　代表者名

委任状

　令和　　　年(　　　　年)　　　月　　　日付、高福発第　　　　　号で交付決定を受けた、上記の
補聴器に係る補聴器購入費の請求及び受領の権限を上記の事業者に委任します。

　委任者　住　所：熊本市　　　区



フ リ ガ ナ

口座名義人

交付番号 対象者氏名 補聴器名称 補聴器価格 利用者負担額
助成金額

（請求金額）

請求金額

円　　　　　　　　　　

難聴高齢者補聴器購入費として、上記の金額をご請求いたします。

振　込　先　口　座

難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書

　　　　　　　年　　　　　月　　　日　

　熊本市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　請求者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

合　計

消費税

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

様式第７号（第９条関係様式）

請　求　内　訳

預金種別

小　計

金融機関名

口座番号

（　　　　　　　　）　銀行・信用金庫
　　　　　　　　　　　信用組合・農協 １ 普通　　　２ 当座

本店・支店・支所・出張所


